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千葉県行政不服審査会部会設置及び議事運営に関する要領 
 

（平成２８年４月２２日制定） 
（最終改正 平成３１年３月１１日） 
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附則 
 

第１章 総則 
（趣旨） 

第１条 この要領は、千葉県行政不服審査会条例（平成２８年千葉県条例第５号）第８条の

規定により、千葉県行政不服審査会（以下「審査会」という。）における部会の設置並びに

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）第４３条の規定により諮

問のあった審査請求（以下「諮問事案」という。）に係る議事及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 
第２章 部会の設置 

（部会の設置） 
第２条 審査会に２の部会を置くことができ、第１部会及び第２部会とする。 
２ 第１部会及び第２部会は、それぞれ部会長を置き、３人の委員をもって構成する。 
（事案の割り振り） 

第３条 諮問事案は、審査会又は第１部会若しくは第２部会において調査審議を行うものと

し、第１部会又は第２部会において調査審議を行う場合の諮問事案の割り振りは会長が決

定する。 
２ 会長は、必要があると認めるときは、第１部会又は第２部会において調査審議の途中の

諮問事案について、当該部会の部会長と協議の上、審査会において調査審議を行わせるこ

とができる。この場合において、当該部会において行われた調査審議は、審査会において

行われた調査審議とみなす。 
３ 会長は、必要があると認めるときは、審査会において調査審議の途中の諮問事案につい

て、第１部会又は第２部会において調査審議を行わせることができる。この場合において、

審査会において行われた調査審議は、当該部会において行われた調査審議とみなす。 

４ 第１項及び前項の規定により第１部会又は第２部会において調査審議を行った諮問事案

については、当該部会の議決をもって審査会の議決とみなす。 

第３章 諮問事案に関する議事及び運営 
 （調査審議の手続の併合又は分離） 

第４条 審査会及び部会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手

続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。 

２ 審査会及び部会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離

したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。 

（調査審議の手続の非公開） 

第５条 審査会及び部会の行う事案に係る調査審議の手続は、公開しない。 

（会議録の作成） 

第６条 審査会及び部会は、次の事項を記載した会議録を作成する。 

(1) 会議の日時 

(2) 出席者の氏名 
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(3) 会議に付した諮問事案の諮問番号 

(4) 議事の概要 

(5) その他必要な事項 

（口頭意見陳述） 

第７条 口頭意見陳述において、会長、部会長又は法第８１条第３項において準用する法第

７７条の規定により指名された委員（以下「指名委員」という。）は、法第８１条第３項に

おいて準用する法第７５条第１項本文の規定による口頭意見陳述の申立てをした者が審査

請求に係る事件の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと

認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。 

２ 口頭意見陳述において、会長、部会長又は指名委員は、前項に規定する場合のほか、口

頭意見陳述における秩序を維持するため、当該口頭意見陳述の手続を妨害し、又はその秩

序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。 

（会長及び部会長の専決事項） 

第８条 別表に掲げる事項は、審査会において調査審議を行う場合にあっては会長において、

部会において調査審議を行う場合にあっては部会長において、専決により処理することが

できる。 

（細則） 
第９条 この章及び前章に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は会

長が審査会に諮って定め、部会の議事及び運営に関し必要な事項は部会長が部会に諮って

定める。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月２２日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成２８年１０月２８日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成２９年３月２８日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成２９年１０月２７日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成３１年３月１１日から実施する。 
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別表 会長及び部会長の専決事項 

１ 法第４３条第１項の規定による審査庁からの諮問に対して作成した答申書に、誤記その

他表現上の明白な誤りがある場合の当該答申書の更正 

２ 法第８１条第３項において準用する法第７４条の規定による主張書面又は資料の提出要

求、陳述又は鑑定の要求その他必要な調査の実施 

３ 法第８１条第３項において準用する法第７５条第１項の規定による口頭意見陳述の機会

の付与に係る決定及び同条第２項の規定による補佐人の帯同の許可又は不許可 

４ 法第８１条第３項において準用する法第７６条の規定による主張書面又は資料を提出す

べき期間の指定 

５ 法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の規定による閲覧又は写しの交付

の実施、同条第２項の規定による意見聴取、同条第３項の規定による日時及び場所の指定

及び同条第５項の規定による手数料の減額又は免除 

６ 法第８１条第３項において準用する法第７９条の規定による答申の内容の公表 

７ 第４条第１項の規定による調査審議の手続の併合又は分離及び同条第２項の規定による

審査関係人への通知 

 


